
 

 

平成 25 年 4月 5 日 

 各   位  
東京都渋谷区恵比寿 4丁目 20番 3 号 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｱﾄﾞﾊﾞﾀｲｼﾞﾝｸﾞ･ｺﾝｿｰｼｱﾑ株式会社 

代表取締役社長 矢嶋 弘毅 

（コード番号 4281） 

問い合わせ先 戦略統括本部 IR 担当 

 
 

 

（訂正）ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ 

 

 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：

矢嶋弘毅）は、平成25 年3 月27 日付で「ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお

知らせ」を公表しましたが、下記のとおり一部訂正すべき事項がございましたので、お知らせい

たします。 

記 

 
（訂正前） 
６．新株予約権と引換えに払い込む金銭 
金銭の払込みを要しないものとする。 
 
（訂正後） 
６．新株予約権の払込金額の算定方法 

 各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した 1 株当た

りのオプション価格に付与株式数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。 
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 ① １株当たりのオプション価格（C） 
 ② 株価（S）：平成 25 年５月１日の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引

の終値（終値がない場合は、翌取引日の基準値段） 

 ③ 行使価格（ X ）：第５項に定める算式により決定した価格 
 ④ 予想残存期間（ t）：4.5 年 
 ⑤ ボラティリティ（ ）：4.5 年間（平成 20年 11 月１日から平成 25 年５月１日まで）

の各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出 



 

 

⑥ 無リスクの利子率（ r）：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率 
⑦ 配当利回り（ ）：直近年度の配当総額÷上記②で定める株価 

⑧ 標準正規分布の累積分布関数（N ） 

なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。

また、割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務

とが相殺される。 

 

 

                                        以上 


